
 - 124 -

（４）委託基準 

１）基本的考え方 

 ○ アウトソーシングを推進することにより、利用者の利便性に配慮した保

健指導（例えば、土日祝日・夜間に行うなど）を実施するなど対象者のニ

ーズを踏まえた対応が可能となるなど、多様な事業者による競争により保

健指導のサービスの質の向上が図られる。一方で、効果的な保健指導が行

われないなど保健指導の質が考慮されない価格競争となり、質の低下に繋

がることがないよう委託先における保健指導の質の確保は不可欠である。 

 

 ○ 医療保険者が事業者４へ保健指導の実施を委託する場合には、当該医療保

険者との役割分担、責任が詳細にわたって明確にされた上で、委託基準を作

成し、本プログラムに定める内容の保健指導が適切に実施される事業者を選

定する必要がある。なお、健診・保健指導の事業の企画及び評価については

医療保険者自らが行う。 

 

 ○ 医療保険者は、委託契約期間中には、保健指導が適切に実施されている

かについてモニタリングを行うことが重要である。 

 

 ○ 委託契約の終了時には、保健指導の成果について外部の人間も含め複数

の観点から評価を行うことが重要である。その際には、保健指導の専門的

知識を有する者の意見を聴くことが重要である。 

 

○ 個人情報については、その性格と重要性を十分認識し、適切に取り扱わ

れなければならず、特に、医療分野は、「個人情報の保護に関する基本方針」

等において、個人情報の性質や利用方法等から、特に適正な取扱いの厳格な

実施を確保する必要がある分野の一つとされており、委託先の事業者は個人

情報を適切に取り扱わなければならない。なお、保健指導の記録等の情報を

取り扱う業務のみを委託する場合にも、委託先の事業者は２）④に定める保

健指導の記録等の情報の取扱いに関する基準を遵守することが求められる。 

 

 ○ 医療保険者が基準を満たしている委託先を選定しやすいようにするため、

保険者協議会等においてホームページを作成し、事業者の申告に基づき、事

業者の各種情報を掲載するなどの方策を検討する必要がある。 

 

 ○ なお、巡回型・移動型で保健指導を行う場合も、委託先の事業者の施設

で行う基準と同じとする必要がある。 

 

 
４事業者：医療保険者から保健指導業務の委託を受けて保健指導を実施する事業者をいう。 


